
令和２年度政府予算案
（特別支援教育関係）

資料３
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切れ目ない支援体制構築に向けた特別支援教育の充実
令和2年度予算額（案）2,546百万円

(前年度予算額 2,501百万円)

○切れ目ない支援体制整備充実事業 1,919百万円 （1,796百万円）（拡充）
〔補助率１／３〕

◆特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加まで切れ目ない
支援体制整備
自治体等が体制を整備するに当たって必要となる経費の一部を３年を限りとして
補助する。（①連携体制の整備、②個別の教育支援計画等の活用、③連携支援
コーディネーターの配置、④普及啓発）

◆医療的ケアが必要な幼児児童生徒のための看護師配置（拡充）
1,800人⇒2,100人（＋300人）

○学校における医療的ケア実施体制構築事業 29百万円（59百万円）
人工呼吸器の管理等が必要な児童生徒等の受入体制の在り方等を調査研究
するとともに、新たに教育委員会による看護師等に対する研修をより充実させる
ための取組を実施する。

○発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業等
150百万円 （ 213百万円）

◆経験の浅い教員の専門性向上に係る支援体制等構築研究事業（新規）
通常の学級や通級による指導において、新任担当あるいは経験の浅い担当教員
を支援するため、研修体制やサポート体制の構築等に関する調査研究を行う。

◆特別支援教育担当教員の資質向上に向けた人材育成プロジェクト（新規）
【国立特別支援教育総合研究所運営費交付金の内数】

発達障害に係る教員等の専門性向上を図るため、教育と福祉の関係者が協働
した教員研修の検討・実践等を行う。

※上記のほか、新たに、発達障害の可能性のある児童生徒の実態把握に係る
調査の在り方を検討するための協力者会議を設置する。

○学校と福祉機関の連携支援事業 8百万円（10百万円）
障害のある子供に対する、一貫した支援の提供に資するため、学校と障害児通
所支援事業所の効率的かつ効果的な連携の在り方について調査研究を行う。

○特別支援教育就学奨励費負担等 12,397百万円（12,164百万円）〔補助率１／２〕
○国立特別支援教育総合研究所運営費交付金 1,103百万円（ 1,043百万円）
○特別支援教育の充実の観点から、通級による指導担当教員の基礎定数化による教職員定数の改善を着実に実施

○学校施設整備(特別支援学校の教室不足解消の補助、公立学校のバリアフリー化) 〔補助率１／３等〕

（上記以外の施策：就学支援・教職員定数の改善・学校施設整備）

○難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携推進 21百万円（新規）
◆保健、医療、福祉と連携した聴覚障害のある乳幼児に対する教育相談充実事業
聴覚障害児の早期支援を促進するため、特別支援学校（聴覚障害）における
保健、医療、福祉など、厚生労働行政と連携した教育相談の実施体制構築に係る
実践研究を行う。

◆難聴児の切れ目ない支援体制構築事業
【国立特別支援教育総合研究所運営費交付金の内数】

医療・療育・教育関係者を対象とした難聴児の早期支援に係る研修を開催し、
担当者の専門性向上を通じた難聴児への支援体制構築を図る。

○学習指導要領等の趣旨徹底等及び学習・指導方法の改善・充実
154百万円 ( 139百万円)（拡充）

教科書等の作成や新学習指導要領の周知・徹底等を着実に実施するとともに、
農福連携や知的障害の児童生徒へのプログラミング教育など、障害の状態等に
応じた教育課程の編成や指導方法に関する政策的な課題に係る先導的な実践
研究等を行う。

○特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業 35百万円 （45百万円）
特別支援教育を担当する教員の専門性の向上を図るため、特別支援学校教諭
免許状等取得に資する取組や特別支援学校教員等に対する専門的な研修を実施
する。

○高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業
21百万円（26百万円）

高等学校段階の入院生徒等に対する、教育保障体制の整備について調査研究
を実施する。

○教科書デジタルデータを活用した拡大教科書、音声教材等普及促進
プロジェクト 207百万円 ( 210百万円)
発達障害や視覚障害等のある児童生徒が十分な教育を受けられる環境を整備
するため、教科書デジタルデータを活用した音声教材等に関する効率的な製作方
法や高等学校等における拡大教科書の普及促進、教材の活用に関するアセスメ
ント等についての実践的な調査研究等を実施する。

等
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切れ目ない支援体制整備充実事業 令和２年度予算額（案） 1,919百万円

(前年度予算額 1,796百万円)

背景 課題

〇 インクルーシブ教育システムを構築する上では、医療、保健、福祉、労働等の関係機関等との適切な連携が重要である。このためには、関係行政機関等の
相互連携の下で、広域的な地域支援のための有機的なネットワークが形成されることが有効であり、既に各都道府県レベルでは、県全域を見通した「広域
特別支援連携協議会」が設けられるとともに、「障害保健福祉圏域」や教育事務所単位での支援地域の設定などが行われている。それら支援地域内の有機
的なネットワークを十分機能させるためには、保護者支援を行うこと、連絡協議会を設置すること、個別の教育支援計画を相互に連携して作成・活用するこ
とが重要である。

○ インクルーシブ教育システムの構築に当たり、障害のある子どもの地域における生活を支援する観点から、地域における社会福祉施策や障害者雇用施策と特
別支援教育との一層の連携強化に取り組む必要がある。また、卒業後の就労・自立・社会参加も含めた共生社会の構築を考える必要がある。

Ⅰ 特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、
社会参加までの切れ目ない支援体制整備

Ⅱ 看護師、外部専門家の配置

１．連携体制を整備
教育委員会・学校と福祉部局や関係機関の連携体制を整備
⇒ 組織検討委員会(仮称)を設置したり、先進地を視察するなど

２．個別の教育支援計画等の活用
就学・進級・進学・就労に、個別の教育支援計画等が有効に活用される仕組づくり
⇒ 個別の教育支援計画等を引き継がれるネットワークシステムの構築など

３．連携支援コーディネーターの配置
教育委員会・学校と福祉部局や関係機関の連携を促進
⇒ 早期支援、発達障害支援、学校・病院連携、合理的配慮、就労支援

４．普及啓発
市民や他の自治体への普及啓発

② 外部専門家（348人）

特別支援学校における自立活動の充実を図るため、個別の指導計
画の作成や実際の指導に当たって、障害の状態等に応じて必要となる、
専門の医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門家と
の連携協力を支援

特別な支援が必要な子供が就学前から社会参加まで切れ目なく支
援を受けられる体制の整備を行う自治体等のスタートアップ※１を支援

（補助率）国：1/3 都道府県・市町村・特別支援学校等を設置する学校法人：2/3

【参考】特別支援学校幼稚部教育要領、小学部・中学部・高等部学習指導要領
第７章 自立活動
第３ 個別の指導計画の作成と内容の取扱い
児童又は生徒の障害の状態等により、必要に応じて、専門の医師及びその他の専門家の

指導・助言を求めるなどして、適切な指導ができるようにするものとする。

① 医療的ケアのための看護師（1,800人→2,100人）【拡充】

学校における医療的ケアの環境整備の充実を図るため、自治体等に
よる看護師配置※２を支援
【参考】学校における医療的ケアの今後の対応について（初等中等教育局長通知）
学校で医療的ケアを行う場合には、教育委員会において、看護師等を十分確保し、継続し

て安定的に勤務できる体制を整備するとともに、各学校に医療的ケア児の状態に応じた看護
師等の適切な配置を行うこと。

※１ 当該補助事業については交付初年度から３年を限りとする。

※２ 校外学習や登下校時の送迎車両に同乗する看護師の配置を含む。

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）平成24年7月23日中央教育審議会初等中等教育分科会

3



令和２年度予算額（案） 29百万円

(前年度予算額 59百万円)

【現状①】
学校に在籍する医療的ケア児は増加傾向
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7,000
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特別支援学校に在籍する医ケア児の推移

学校における医療的ケア実施体制構築 学校における医療的ケアに関する研修機会の提供

教育委員会等による看護師に対する研修をより充実させるため、
研修の企画・実施の在り方等を調査研究する。

（１団体）新規

人工呼吸器の管理等が必要な幼児児童生徒が増加傾向にあ
ること等を踏まえ、学校における受入体制の在り方等を引き続き
調査研究する。また、これまでの調査研究の成果等を踏まえ、教
育委員会等が参考となる資料を作成する。 （９自治体）

学校における医療的ケア実施体制構築事業

【現状②】
医療技術の進歩等により、人工呼吸器の管理等が必要な児
童生徒等が約10年で約２倍※に増加

Ｈ２１：７２０人

Ｈ２９：１，４１８人
※公立特別支援学校の状況

医療的ケアが必要な幼児児童生徒を取り巻く環境が変わりつつある。

【参考】学校における医療的ケアの今後の対応について（H31.3.20初等中等教育局長通知）
３．教育委員会における管理体制の在り方
（１）総括的な管理体制の整備
① 各教育委員会は、医療的ケア児の受け入れに備え、域内の学校における医療的ケア児に関する
総括的な管理体制を整備するため、以下に示すことを実施すること。

1)管理下の学校における医療的ケア実施体制の策定（医療的ケアを実施する看護師等と認定特
定行為業務従事者である教職員やその他の教職員との連携及び役割分担を含む）

5)緊急時の対応指針の策定・学校と医師及び医療機関の連携協力の支援
6)管理下の学校における医療的ケア実施体制説明資料（保護者用リーフレット、医療関係者用リ
ーフレット）の作成と広報

【参考】学校における医療的ケアの今後の対応について（H31.3.20初等中等教育局長通知）
８．研修機会の提供
（１） 看護師等に対する研修
国は教育委員会の研修をより充実させていくために、各自治体の参考となるような最新の医療
情報の提供や実技演習、実践報告、学校で働く経験の浅い看護師が安心して業務に対応するこ
とを含めた研修の企画・実施に努める。各教育委員会においては、域内や学校で指導的な立場に
ある看護師や各教育委員会の医療的ケア担当者等が研修に受講できるよう配慮すること。

【関連予算】
学校における医療的ケアの環境整備の充実を図るため、自治体等による
看護師配置等を支援
⇒切れ目ない支援体制整備充実事業（補助率：１／３） 4



２．発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法研究事業
33百万円

1．経験の浅い教員の専門性向上に係る支援体制等構築研究事業
52百万円

発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業
令和２年度予算額（案） 130百万円

（前年度予算額 213百万円)

趣 旨背景 発達障害を含む障害のある児童生徒に対する支援は、全ての学校・学級に求められており、特に、発達障害の可能性のある児童生徒について、通級による指

導や通常の学級における指導方法の工夫や配慮の提供による支援の充実が求められている。

※発達障害者支援法の一部改正法、障害者差別解消法（H28施行）において、発達障害児に対して、可能な限り発達障害でない児童と共に教育を受けられる配慮をす

ること、また、合理的配慮を提供することが求められている。

学習上のつまずきなど特定の困難を示す児童生徒に対する支援として、通常の

学級における教科指導方法等の研究及び、教員養成課程における教科指導

の教授法の開発を行う。 【教育委員会、大学、学校法人 ７箇所】

４．発達障害の可能性のある児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮
研究事業 28百万円

学校において児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮の在り方について研

究事業を行う。 【教育委員会、大学、学校法人 １０箇所】

●児童生徒本人や保護者からの合理的配慮の意思の表明に対する学校・教育委員

会の教職員の合理的配慮の提供に関する研究 など

高校入試における配慮の在り方
例）読み書きに困難を抱える生徒に

ついて、時間を延長しての実施、
問題文を読み上げる対応 など

通常の学級や通級による指導において、新任担当あるいは経験の浅い担当教

員を支援するための体制構築等に関する研究 【教育委員会 8箇所】

●研修体制の構築（育成指標への関連づけ、

教員養成課程のある大学との連携）

●サポート体制の構築（相談窓口の設置・明確

化、指導的立場の教員の養成、指導・助言の

仕組みの構築）

●実践に即した教員養成課程における教授法の

検討 など

３．高等学校における発達障害に関する通級による指導の研究事業
13百万円

高等学校における発達障害に係る通級による指導の充実を図るため、教育委

員会における教員向けの研修体制を構築するとともに、指導方法及び通常の

学級担任や関係機関との連携の在り方等について研究を行う。

【教育委員会 4地域】
医療等関係機関

通常の学級
担任

通級による
指導担当

大学や福祉・医療

等関係機関とも連

携した支援

？
・聞くこと、読むこ

とが苦手。

・気が散りやすい。

・言葉、文章の意味の

理解が難しい。

・集団の中での指示や

注意が入りづらい。

・文節ごとのスラッシュや挿絵

を用いて視覚情報を追加。

・注目する箇所を拡大、

色分けする。

・ペア学習を取り入れる。

新規

教科教育スーパーバイザーによる指導・助言

(例) 【教科指導におけるつまずくポイント】 【指導方法の工夫】

？

・連携した個別の指導計画の作成・活用

・通級による指導方法の研究、通常の学

級における指導への引継ぎ 5



1．経験の浅い教員の専門性向上に係る支援体制等構築研究事業 52百万円

通常の学級や通級による指導において、新任担当あるいは経験の浅い担当教員を支援するための体制構築等に関する研究

都道府県・政令指定
都市教育委員会

教員養成課程のある大学

（２）サポート体制の構築

・域内の相談体制の整理（
窓口の明確化など）
・リーダーチームの養成

・巡回指導など、指導的立場
の教員によるサポート体制
の構築 等

（１）研修等専門性を高める
ための支援体制の構築

・育成指標への関連づけ
・通常の学級や通級による
指導の初任・経験の浅い
担当者向けの研修等の
実施

福祉・医療機関
など（発達障害
者支援センター）

小・中・高校の
教員

特別支援学校

（３）実践に即した教員養
成課程における教授法
の検討

・発達障害を含む特別の
支援を必要とする幼児、
児童及び生徒に対する
理解に関して、実践に即
した内容の検討

（１）～（３）を実施するための以下の経費を含む。
・検討会議経費（会議費、委員の旅費・謝金）
・研修や研究授業等に係る講師旅費・謝金
・指導・助言に係る専門家旅費・謝金
・消耗品費
・成果報告会経費
※関係機関及び教員養成課程のある大学と連携して行う。

大学

新規
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■ 発達障害に係る教育と福祉が協働した教員
研修（試行プラン）の検討・実践

発達障害を含む障害のある児童生徒に対する支援は、全ての
学校・学級に求められており、特別支援教育に係る教員の専門
性の向上が課題となっている。

また、障害のある児童生徒への支援にあっては、行政分野を
超えた連携が不可欠である。（※H30.3 「家庭と教育と福祉の連
携「トライアングル」プロジェクト」報告）

背景・説明

■ 令和元年度に作成予定の「発達障害に係る教員等の専門性向上の研修
プログラム」（仮称）を参考として、地方自治体において教育と福祉
が協働した教員研修（試行プラン）を検討・実践する。（※委託）

■ 委託の成果を踏まえ、体系的な研修のモデルプランを提案する。

目的・目標

地方自治体（協力地域６箇所）

協力・支援

■ 教育と福祉が連携・協働した体系的な研修モデルプランの提案

■教育と福祉が連携・協働した支援人材
育成の体系的な研修モデル案の検討 等

○ 教育と福祉の関係者が協働する研修実践
の在り方の検討

○ 地方自治体における研修の支援
○ 都道府県等の指導主事等を対象とした普

及セミナーの実施

取組内容

成果、事業を実施して、
期待される効果

教育と福祉が連携・協働した体系的な研修が実施されることにより、教員及び福祉支援の職員の専門性が
向上し、児童生徒に対する支援の充実につながる。

特別支援教育担当教員の資質向上に向けた人材育成プロジェクト

家 庭

連携・協働
福祉部局教育委員会

支援/連携 支援/連携

■ 成果報告（試行プラン）のまとめ

国立特別支援教育総合研究所

令和2年度予算額（案）
国立特別支援教育総合研究所運営費交付金 1,103百万円の内数
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これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について（答申）
（平成２７年１２月中央教育審議会）

［目的］
平成２７年１２月の中央教育審議会答申において教職員の専門性の向上が重要であると示されるとともに、新特別支援学校

学習指導要領等に対応した指導等が求められることから、教職員の資質の向上を図る。

（１）指導者養成講習会
特別支援学校教諭等免許状の取得を促進するため、免許法認定通信教育と免許法認定講習の実施を支援する。

（２）手話等のコミュニケーションツールを活用した教職員等の資質向上に関する講習会
手話やＩＣＴ機器の活用など特別支援教育を必要とする児童生徒のコミュニケーションに関する専門性等について、教職員

研修等を実施を支援する。

（３）民間団体等を活用した特別支援教育の理解啓発
新規採用の教職員や新たに特別支援教育に携わる教職員を中心とし、保護者や地域住民等も含めた特別支援教育関係者に対

して特別支援教育の理解啓発を図る。

特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業
令和２年度予算額（案） 35百万円

(前年度予算額 45百万円 )

新特別支援学校学習指導要領（小学部・中学部）（平成２９年４月告示）
指導計画の作成と内容の取扱いに当たって、的確な意思の相互伝達などが行われる

よう指導方法を工夫するなど、児童生徒の障害に応じた指導を一層推進する。

教職員等の専門性や資質の向上が必要

全ての子供たちの能力を伸ばし可能性を開花させる教育へ（第九次提言）
（平成２８年５月教育再生実行会議）

国、地方公共団体は、学校現場での先進的な取組も参考にしつつ、発達障害の子供
への対応力を向上させるための教員研修を充実する。

○ 特別支援学校の教員は、これまで以上に特別支援学校教員としての専門性
が求められている。

○ このため、令和２年度までの間に、おおむね全ての特別支援学校教員が免
許状を保有することを目指し、国が必要な支援を行うことが適当である。

○ 小中学校の特別支援学級担任の保有率も現状の２倍程度を目標として、特
別支援学校教諭免許状の取得を進めることが期待される。

平成30年度
79.8%

令和２年度

約100%

平成18年度
61.1%50%

100%

特別支援学校教員の免許状保有率

集中的な
取組み
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学校と福祉機関の連携支援事業 令和２年度予算額（案） 8百万円

（前年度予算額 10百万円）

背景 課題

発達障害をはじめ障害のある子供たちへの支援にあたっては、行政分野を超えた
切れ目ない連携が不可欠である。文部科学省と厚生労働省による、「家庭と教育と
福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」の検討では、学校と放課後等デイサービス
事業所等（障害児通所支援事業所）との連携不足が課題として挙げられた。

○教職員や保護者の障害児通所支援事業所に関する理解不足
○保護者を含めた関係者間の情報共有や連絡方法が定まっていない

背景説明

各自治体において、関係部局の連携のもと、

学校と障害児通所支援事業所について、現状

を把握・分析した上で、広く波及可能な連携の

在り方を研究する。

目的・目標

事業内容

成果、事業を実施して、

期待される効果

障害のある子供に対する、一貫した支援の提供に資するため、学校と障害児通所支援事業所の効率的かつ効果
的な連携の在り方について調査研究を行い、他自治体に波及可能なマニュアル等を作成することで、全国的な教
育と福祉の連携の推進につなげる。

都道府県・市区町村 ３地域

○現状の把握と分析

学校と障害児通所支援事業所の連携について現状と課題を把握した上で、
連携に際して共有すべき事項やポイントについて、保護者との連携の観点も含
めて整理する。

○分析をもとに、他自治体で波及可能な学校と障害児通所支援事業所の
連携に際してのマニュアルを作成

・既存の会議等を活用した関係部局や関係機関が集まる場の設定

（センター的機能としての特別支援学校の位置づけ等）
・相互理解の促進
（教職員や保護者に対する障害児通所支援事業所の説明機会の確保等）
・年間を通じて関係者の間で交わすべき情報の整理
・下校時のトラブルや児童生徒の病気・事故時の対応の整理
・保護者の同意を含む、障害児通所支援事業所との連携や個人情報等に
配慮した、個別の教育支援計画の様式、項目等の検討・作成

○調査分析支援員の配置

情報共有・連携強化の手法の研究（本事業）
現状を把握、分析した上で、連携にあたって取り組むべき
事項について波及性のあるマニュアルを作成。

学校障害児通所
支援事業所

保護者

情報共有・連携強化

地域連携推進マネジャー(※)

自治体
関係部局の連携

※教育と福祉等の関係構築の
場の設置及び会議の開催や保
護者等に対する相談窓口など、
関係者の連絡調整役
（厚労省）
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聴覚障害児には早期からの支援が必要であるが、現状は身近な地域での就学前の療育の場が少なく、また地域格差も見られる。

現在も聴覚障害を対象とする特別支援学校においては、地域の聴覚障害児やその保護者に対して教育相談を行っているが、保健、

医療、福祉など厚生労働行政と連携して最新の知見を得るとともに、学校内の教育相談に係る体制を強化することにより、さらに

充実することが求められている。

背景説明

保健、医療、福祉と連携した

聴覚障害のある乳幼児に対する教育相談充実事業
(新規)

令和２年度予算額（案） 19百万円

聴覚障害のある乳幼児
保護者

教育相談

スーパーバイズ
巡回支援
情報提供

児童発達支援センター

乳幼児教育相談マネージャー

言語聴覚士等

特別支援学校（聴覚障害）

○特別支援学校（聴覚障害）における乳幼児教育相談の拡充 （都道府県 ７箇所）

・保健、医療、福祉機関など、厚生労働行政との連携により得られた最新の知見に基づく教育相談の実践

・教育相談を行うための学校内の体制強化（乳幼児教育相談マネージャーの配置）

○乳幼児教育相談に係るモデルの普及（国）

事業内容

聴覚障害に係る教育相談の実践の蓄積、乳幼児教育相談マネージャーを活用した聴覚障害に係る教育相談の実施体制の構築を行うと

ともに、この成果を全国に普及させることにより、乳幼児期の聴覚障害に係る教育相談を充実させ、地域格差の縮小を図る。

期待される効果

関係機関
派遣

中核機能

拠点病院

母子保健

福祉部局

協議会

当事者団体

連絡調整
情報提供
の窓口

教師
言語聴覚士等

※乳幼児教育相談マネージャー
・保健、医療、福祉機関との連携に係る連絡・調整
・聴覚障害のある乳幼児や保護者への教育相談や
関係機関へのスーパーバイズ、巡回支援、情報
提供に係る連絡・調整

対応方針の協議
最新の知見の共有

教育委員会

児童相談所

子育て支援

医師会・
その他関係団体
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難聴の早期発見・早期教育（療育）開始が、その後の子どもの発達に大きな影響を及ぼすことを踏まえ、特別支援学校（聴覚障害）（
以下、「聾学校」）に設置された乳幼児教育相談が、各地域において効果的に機能するよう、保健・医療・福祉及び教育の連携促進や
、乳幼児教育相談担当者の専門性向上を目的とした全国研修会を開催することにより、我が国における難聴児の乳幼児期から学齢
期までの切れ目ない支援体制を構築する。

研修パッケージの作成

研究所の研究成果を踏まえ、乳幼児教育相談が効果的に機能するための研修パッケージを作成する。
①乳幼児教育相談担当者の役割 ②管理職の役割
③関係機関との連携 ④地域における支援体制の構築（キーパーソンの育成等）

「難聴児の切れ目ない支援体制構築研修会」（全国研修会）の開催

①事業趣旨説明及び研究成果報告 ②乳幼児教育相談担当者及び管理職の役割
③先進地域の取組例紹介 ③切れ目ない支援体制構築に向けて（地域別協議）

関係者会議の開催
全国研修会で得られた情報や地域の状況についての情報共有を行い、成果や課題を踏まえつつ研修パッケージ
の更新を行う。（次年度に向け、事業の改善充実を図る。）

全国の乳幼児教育相談担当教員、聾学校管理職のみならず、保健・医療・福祉関係者等にも参加を呼びかけ。

難聴児の切れ目ない支援体制構築事業

背景・目的

取組内容

成果、事業を実施して
期待される効果

・研修会を実施していくことで、各聾学校における乳幼児教育相談の機能充実が図られる。
・研修パッケージを整理することにより、担当者の専門性向上や地域のネットワーク形成が促進される。

令和2年度予算額（案）
国立特別支援教育総合研究所運営費交付金 1,103百万円の内数
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各自治体において、在籍校、
特別支援学校、教育委員会、
病院等の関係機関が連携し、
高等学校段階の入院生徒等に
対し、個々の状況に応じた教育
機会の確保や復学支援を行う
体制の整備に関する調査研究
を実施する。

目的・目標

高等学校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業

背景 課題

背景説明

令和２年度予算額（案） ２１百万円

(前年度予算額 ２６百万円）

長期入院又は入退院を繰り返す生徒、退院後も引き続き治療や生活規制のため
、通学が困難である、一時帰宅をする等の理由により自宅療養をする生徒に対する
教育機会の確保・復学支援を実施

●教師の派遣や学習支援員の配置による教育機会の確保に関する研究

●遠隔教育の有効な活用方法、単位認定・評価に関する研究

●保護者・医療機関・教育機関等の連携体制に関する研究 等

委託先：都道府県・政令指定都市教育委員会等（５地域）

事業内容

近年の医学の進歩に伴い、入院の短期化、入院の頻回化、退院後も引き続き医療や生活
規制が必要となるケースの増加等、病弱児の治療や療養生活は大きく変化している。

入退院を繰り返すケースが増加する中、義務教育段階では学習することができたが、高等学
校段階になると地域や学校によっては学習できない例もあり、 「第３期がん対策推進基本計
画」（平成３０年３月９日閣議決定）においても、小児・ＡＹＡ世代（※）のがん患者のサ
ポート体制は必ずしも十分なものではなく、特に高等学校段階においては、取組が遅れているこ
とが指摘されている。

これらの状況を踏まえ、高等学校段階における入院生徒等に対する教育保障体制の更なる
整備が求められている。
※AYA世代：思春期及び若年成人世代（ Adolescent and Young Adult）

※同時双方向型：学校から離れた空間へ、インターネット等のメディアを利用して、リアルタイムで授業配信を行うとともに、質疑応答等の双方向のやりとりを行うことが可能な方式

※オンデマンド型：別の空間・時間で事前に収録された授業を、学校から離れた空間で、インターネット等のメディアを利用して配信を行うことにより、視聴したい時間に受講をすることが可能な方式

学校

医療機関 保護者

教育委員会
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近年、特別支援学校に在籍する子供たちの数が増加傾向にあるとともに、重複障害者の割合も増加傾向にあり、例えば、他の
障害に自閉症を併せ有する者や視覚と聴覚の障害を併せ有する者など、多様な障害の種類や状態等に応じた指導がより強く求め
られるようになっている。

新学習指導要領等においては、幼稚園、小・中・高等学校と同様に「社会に開かれた教育課程」や「主体的・対話的で深い学
び」の実現（「アクティブ・ラーニング」の視点）など共通の方向性や、特別支援学校における教育課程編成や指導方法の改善
・充実についての方向性が示されていることから、新特別支援学校学習指導要領等の円滑な実施に向けて、教育課程編成や指導
方法の工夫改善についての先導的な実践研究を行い、特別支援教育の質の向上を図る。

新学習指導要領の実施にあわせ、我が国の実態や諸外国の状況の調査分析等を実施するとともに、児童生徒を対象とした先
導的な授業の開発と実践を行う。

（１）新学習指導要領に向けた実践研究
新特別支援学校学習指導要領等の内容を円滑に実施するため、新特別支援学校学習指導要領等に沿った教育課程編成や

指導及び評価方法の工夫改善についての先導的な実践研究を行う。令和２年度は、平成30年度に採択した課題について、
最終年度となることから、実践研究の成果の調査分析や普及を実施する。

（２）政策課題対応型調査研究
新特別支援学校学習指導要領等の円滑な実施や特別支援教育の推進において、政策上の課題となっている事項について、

諸外国の状況や我が国の実態について調査・分析を行い、その成果を政策立案や（３）政策課題対応型先導研究に活用する
。
【課題例】

・聴覚障害児に対する外国語の指導法 ・盲聾児に対する特別支援教育 等

（３）政策課題対応型先導研究
新特別支援学校学習指導要領等の円滑な実施や特別支援教育の推進において、政策上の課題となっている事項について、

教育課程や評価方法を開発し、それらを実証・評価することで、先導的なモデルの構築を目指す。
【課題例】

・農福連携 ・読書活動・特別支援学校小学部（知的障害）のプログラミング教育、外国語活動 等

２ 内容

１ 趣旨

研究仮説、実施方法等を検討学習指導要領や教育課程等 研究成果を全国へ展開実際の授業で実証・評価

特別支援教育に関する実践研究充実事業 令和２年度予算額（案） 71百万円

(前年度予算額 49百万円 )
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